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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

公 安 委 員 会 規 則

○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく行政処分に関する規則

の一部を改正する規則（※） （生活安全企画課取扱い）１

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく行政処分に関する規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

平成28年３月25日

鹿児島県公安委員会委員長 山本良樹

鹿児島県公安委員会規則第９号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく行政処分に関する規則の

一部を改正する規則

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく行政処分に関する規則（平成

17年鹿児島県公安委員会規則第20号）の一部を次のように改正する。

第２条中「，風営適正化法第８条」の次に「（同法第31条の23において準用する場合を含

む。）」を，「，第31条の21第２項」の次に「，第31条の24，第31条の25」を加える。

別記第１号様式から別記第９号様式までを次のように改める。

鹿 児 島 県 公 報
平成28年３月25日（金）第3198号の４
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別記

第１号様式（第２条関係）

第 号

年 月 日

鹿児島県公安委員会 殿

警察署長

行 政 処 分 上 申 書

被処分者の住所，氏名及び生

年月日（法人にあっては，名

称及び代表者の氏名）

営 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

許 可 ・ 認 定 ・ 届 出 番 号

許 可 ・ 認 定 ・ 届 出 年 月 日

違 反 事 実 の 概 要

適 用 法 条

証 拠 資 料

過去における行政処分の有無

及び行状

処分に対する警察署長の意見

備考１ 該当しない項目の記載は要しない。

２ 警備業法に基づく警備員指導教育責任者資格者証，機械警備業務管理者資格者証

及び検定合格証明書（以下これらを「証明書」という。）の返納命令に関しては，

「許可・認定・届出番号」及び「許可・認定・届出年月日」欄に「証明書番号」及

び「証明書年月日」を記載すること。

３ 風営適正化法に基づく性風俗関連特殊営業（店舗型を除く。）の上申に関しては，

「営業所の名称及び所在地」欄に「呼称名及び事務所の所在地」を記載すること。

４ 風営適正化法第26条第２項又は同法第31条の25第２項の適用に当たっては，「営

業所の名称及び所在地」欄に，飲食店営業の「屋号，許可番号及び許可年月日」も

併せて記載すること。
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第２号様式（第４条関係）

通 知

決 定 年 月 日 通 知 年 月 日

番 号

公安委員会決裁

委員長 委 員 委 員 通 知

警 察

署 名

本 部 長 等 決 裁

本部長 部 長 参事官 課 長 管理官 理事官等 補 佐 係 長

行 政 処 分 伺 い

の規定により，下記のとおり処分することとしたいがよろしいか。

記

１ 被処分者

住 所

氏 名

生 年 月 日

法 人 名

所 在 地

代 表 者 名

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

許可・認定・届出番号

許可・認定・届出年月日

２ 処分内容

３ 処分理由

備考１ 該当しない項目の記載は要しない。

２ 警備業法に基づく警備員指導教育責任者資格者証，機械警備業務管理者資格者証

及び検定合格証明書（以下これらを「証明書」という。）の返納命令に関しては，

「許可・認定・届出番号」及び「許可・認定・届出年月日」欄に「証明書番号」及

び「証明書年月日」を記載すること。

３ 風営適正化法に基づく性風俗関連特殊営業（店舗型を除く。）の上申に関しては，

「営業所の名称」及び「営業所の所在地」欄に「呼称名」及び「事務所の所在地」

を記載すること。

４ 風営適正化法第26条第２項又は同法第31条の25第２項の適用に当たっては，「営

業所の名称」及び「営業所の所在地」欄に，飲食店営業の「屋号，許可番号」及び

「許可年月日」も併せて記載すること。
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第３号様式（第５条関係）

行 政 処 分 決 定 通 知 書

鹿公委（ ）第 号

年 月 日

署長 殿

鹿児島県公安委員会

委員長

被処分者

住 所

氏 名

生 年 月 日

法 人 名

所 在 地

代 表 者 名

営 業 所 の 名 称

営 業 所 の 所 在 地

許可・認定・届出番号

許可・認定・届出年月日

年 月 日付け 第 号で上申のあった上記 について，

の規定に基づき，

処分

と決定したので， を交付し，処分を執行されたい。

なお，受領書を被処分者から徴収の上，鹿児島県公安委員会に送達されたい。

備考１ 該当しない項目の記載は要しない。

２ 警備業法に基づく警備員指導教育責任者資格者証，機械警備業務管理者資格者証

及び検定合格証明書（以下これらを「証明書」という。）の返納命令に関しては，

「許可・認定・届出番号」及び「許可・認定・届出年月日」欄に「証明書番号」及

び「証明書年月日」を記載すること。

３ 風営適正化法に基づく性風俗関連特殊営業（店舗型を除く。）の上申に関しては，

「営業所の名称」及び「営業所の所在地」欄に「呼称名」及び「事務所の所在地」

を記載すること。

４ 風営適正化法第26条第２項又は同法第31条の25第２項の適用に当たっては，「営

業所の名称」及び「営業所の所在地」欄に，飲食店営業の「屋号，許可番号」及び

「許可年月日」も併せて記載すること。
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第４号様式（第５条関係）

鹿児島県公安委員会達（ ）第 号

年 月 日

指 示 書

殿

鹿児島県公安委員会

委員長

の規定により，次のとおり指示する。

氏 名 又 は 名 称

住 所

代 表 者 の 氏 名

指 示 理 由

指 示 事 項

履 行 期 限

（教示）

この処分について不服があるときは，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して３月以内に鹿児島県公

安委員会に対して審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して６月以内に県を被告と

して（訴訟において県を代表する者は鹿児島県公安委員会となります。）処分の取

消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした場合には，処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

備考 該当しない項目の記載は要しない。
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第５号様式（第５条関係）

鹿児島県公安委員会達（ ）第 号

年 月 日

措 置 命 令 書

殿

鹿児島県公安委員会

委員長

の規定により，次のとおり命ずる。

氏 名 又 は 名 称

住 所

代 表 者 の 氏 名

命 令 内 容

理 由

（教示）

この処分について不服があるときは，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して３月以内に鹿児島県公

安委員会に対して審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して６月以内に県を被告と

して（訴訟において県を代表する者は鹿児島県公安委員会となります。）処分の取

消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした場合には，処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

備考 該当しない項目の記載は要しない。
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第６号様式（第５条関係）

鹿児島県公安委員会達（ ）第 号

年 月 日

返 納 命 令 書

殿

鹿児島県公安委員会

委員長

の規定により，次のとおり の返納を命ずる。

氏 名

本 籍

生 年 月 日

理 由

（教示）

この処分について不服があるときは，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して３月以内に鹿児島県公

安委員会に対して審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して６月以内に県を被告と

して（訴訟において県を代表する者は鹿児島県公安委員会となります。）処分の取

消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした場合には，処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

備考 該当しない項目の記載は要しない。
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第７号様式（第５条関係）

鹿児島県公安委員会達（ ）第 号

年 月 日

営 業 停 止 命 令 書

殿

鹿児島県公安委員会

委員長

の規定により，次のとおり営業の停止を命ずる。

氏 名 又 は 名 称

住 所

代 表 者 の 氏 名

営業停止の範囲

年 月 日から

営業停止の期間 （ 日間）

年 月 日まで

処 分 の 理 由

（教示）

この処分について不服があるときは，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して３月以内に鹿児島県公

安委員会に対して審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して６月以内に県を被告と

して（訴訟において県を代表する者は鹿児島県公安委員会となります。）処分の取

消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした場合には，処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

備考 該当しない項目の記載は要しない。
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第８号様式（第５条関係）

鹿児島県公安委員会達（ ）第 号

年 月 日

営 業 廃 止 命 令 書

殿

鹿児島県公安委員会

委員長

の規定により，次のとおり営業の廃止を命ずる。

氏 名 又 は 名 称

住 所

代 表 者 の 氏 名

処 分 の 理 由

（教示）

この処分について不服があるときは，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して３月以内に鹿児島県公

安委員会に対して審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して６月以内に県を被告と

して（訴訟において県を代表する者は鹿児島県公安委員会となります。）処分の取

消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした場合には，処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

備考 該当しない項目の記載は要しない。
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第９号様式（第５条関係）

鹿児島県公安委員会達（ ）第 号

年 月 日

取 消 処 分 通 知 書

殿

鹿児島県公安委員会

委員長

許 可

の規定により，次のとおり 認 定 を取り消したので通知する。

指 定

氏 名 又 は 名 称

住 所

代 表 者 の 氏 名

許可（認定，指定）年月日

許可（認定，指定）番号

処 分 の 理 由

（教示）

この処分について不服があるときは，行政不服審査法（平成26年法律第68号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して３月以内に鹿児島県公

安委員会に対して審査請求をし，又は行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）の

定めるところによりこの書面を受けた日の翌日から起算して６月以内に県を被告と

して（訴訟において県を代表する者は鹿児島県公安委員会となります。）処分の取

消しの訴えを提起することができます。ただし，審査請求をした場合には，処分の

取消しの訴えは，その審査請求に対する裁決の通知を受けた日の翌日から起算して

６月以内に提起しなければなりません。

備考 該当しない項目の記載は要しない。

附 則

１ この規則は，次の各号に掲げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日から施行する。

別記第４号様式から第９号様式までに係る改正規定 平成28年４月１日
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前号に掲げる規定以外の改正規定 平成28年６月23日

２ 改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく行政処分に関する

規則の規定は，この規則の施行の日以後の行政処分について適用し，同日前にされた行政処

分については，なお従前の例による。


